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年金の給付誤り関係について 
 

【社会保険庁 社会保険業務センター】 
 
 
１ 厚生年金保険等の給付誤りについて〔平成１５年６月２７日公表〕 
  厚生年金保険等の給付誤りについて（第二報）〔平成１５年７月１７日公表〕 
 
 《概要》 
  １ 年金給付システム変更の際のプログラム誤り（委託業者によるミス）

により、老齢厚生年金の受給権者の一部について、支給を停止すべき加

給年金額を支給していたため、過払いが発生した。 
［６，２４９人  総額約２４億１千万円］ 

  ２ 「年金受給報告書」の報告漏れが生じたため、夫、妻それぞれの年金

受給状況に応じて妻が６５歳に到達した際に行うべき振替加算の一部が

行われず、未払いが発生した。 
［３３，４００人  総額約２５０億円］ 

 
 ○ 年金の給付誤りの再発防止について〔平成１５年１２月１８日公表〕 

    ※ 庁内に社会保険庁長官を委員長とする「事故再発防止策検討委員

会」を設置し、年金の給付誤りの再発を防止するための方策につい

て検討を行い、システム開発及び内部処理体制の改善策を報告書と

してまとめた。 
 
  ○ 今回の給付誤りを教訓として、年金給付システムの総点検を開始。 
 
 
２ 老齢基礎年金に係る振替加算の過払いの概要〔平成１６年７月２３日公表〕 
 
 《概要》 
   厚生年金保険等の給付誤りを契機として、振替加算の適正な支給につい

て調査した結果、 
①退職共済年金（期間満了）を受給している 
②又は６５歳到達日前に既に配偶者は死亡している 
ため、既に支給している振替加算は不該当の疑いのある者が判明した。 

［１，５９１人  総額約１６億円］ 
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３ 老齢厚生年金に係る年金額誤りの概要について〔平成１６年８月６日公表〕 
 
 《概要》 
   老齢厚生年金の受給権発生月に厚生年金保険の資格喪失及び同日付の資

格取得があった場合でかつ当該日に賞与が支給された場合の年金額計算の

プログラム誤り（社会保険業務センターの指示誤り）のため、未払い・過

払いが発生した。 
［９４人  ＜未払い＞１１人（総額約６千円）   

＜過払い＞３８人（総額約１万８千円） 
＜未払い・過払い無し＞４５人］    

 
 
４ 加給年金額の過払いの概要〔平成１６年８月６日公表〕 
 
 《概要》 
   年金給付システム変更の際のプログラム誤り（社会保険業務センターの

指示誤り）により、老齢厚生年金の受給権者の一部について、支給を停止す

べき加給年金額を支給していたため、過払いが発生した。 
［２，８２７人  総額約８億６千万円］ 

 
 
５ 年金の給付誤りについて〔平成１６年９月８日公表〕 
 
 《概要》 
  １ 遺族厚生年金を含む３つ以上の年金の受給権を有する者の併給調整に

おいて、事務処理誤りにより、遺族厚生年金の未払いが判明した。 
［７人  総額約２，７８０万円］ 

  ２ 旧公共企業体職員等共済組合の組合員期間中の業務上の障害について

は、障害給付を支給しないこととされているにもかかわらず、事務処理

誤りにより裁定し、支給していたため、過払いが判明した。 
［３人  総額約２，３００万円］ 

  ３ 旧三共済又は旧農林共済の組合員期間を有する者について、既に退職

共済年金の計算の基礎とされている期間を事務処理誤りにより、老齢厚

生年金にも算入し、支給していたため、過払いが発生した。 
［４９０人  総額約１０億２，１１１万円］ 
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６ 基金加入者の老齢厚生年金に係る支給誤りについて 
〔平成１６年１０月８日公表〕 

 
 《概要》 
   厚生年金基金の加入員であった期間がある者の在職による支給停止額を

計算するシステムの一部にプログラム誤り（社会保険業務センターの指示

誤り）があり、支給停止額が正しく求められていないため、支給額の未払

い・過払いが判明した。 
［９，９４２人  ＜未払い＞５，００４人（総額約１０万１千円）  

＜過払い＞４，９３８人（総額約１０万３千円）］ 
 
 
７ 年金給付システムの総点検の結果（骨子）〔平成１６年１２月１７日公表〕 
 
《概要》 
   年金給付システムの総点検の結果、未払い・過払い等の誤りの輪郭につ

いて公表（合計１７事象） 
 
   事象の概要、原因及び対象件数が明らかになったもの（６事象） 

１ 加給年金額に関すること 
（１）加給年金額の過払い 

       年金給付システム変更の際のプログラム誤り（社会保険業務セ

ンターの指示誤り）により、老齢厚生年金の受給権者の一部につ

いて、支給を停止すべき加給年金額を支給していたため、過払い

が判明した。 
［約１，０００人  総額約４億円］ 

（２）加給年金額の未払い 
 年金給付システムの変更の際のプログラム誤り（社会保険業務

センターの指示誤り）により、老齢厚生年金の受給権者の一部に

ついて、支給を開始すべき加給年金額を停止していたため、未払

いが判明した。 
［約２，４００人  総額約１５億円］ 

２ 併給関係に関すること 
（１）併給調整漏れによる過払い 

二つ以上の年金の受給権者を有する者の併給調整において、事

務処理誤りなどにより複数の年金を支給していたため、過払いが

判明した。 
［約３，４００人  金額確定せず］ 



 ４ 

（２）併給選択処理の不具合による未払い又は過払い 
    二つ以上の年金の受給権者を有する者の併給調整において、そ

のいずれかの年金額が変動した場合には、改めて併給調整を行う

こととしているが、プログラム誤り（社会保険業務センターの指

示誤り）により、年金の未払い・過払いが判明した。 
［約５，３００人  金額確定せず］ 

３ 年金額計算に関すること 
       厚生年金基金の加入員記録を有する老齢厚生年金の受給権者の

一部について、在職による支給停止額を計算するプログラム誤り

（社会保険業務センターの指示誤り）により、誤って年金額が計

算され、過払いが判明した。 
［２６５人  総額約５０万円］ 

４ 未支給年金に関すること 
       年金の受給権者が死亡した場合は、死亡月までの年金が支給さ

れることとなるが、その未支給年金額の計算処理に係るプログラ

ム誤り（社会保険業務センターの指示誤り）により、年金の未払

いが判明した。 
［２０２人  総額約５千万円］ 

 
事象の概要、原因までが明らかになった後、対象件数が判明したもの 

（７事象） 
１ 加給年金額に関すること 

       夫婦相互間の情報（氏名、生年月日）をそれぞれの年金受給者

原簿に保有することとしているが、事務処理誤り又は届出漏れに

より、この情報が正しく収録されていないために夫婦間の特定が

できず、加給年金額の未払い又は過払いが判明した。 
［約８，７００人  ＜未払い＞約３，９００人（総額約２３億円）  

＜過払い＞約４，８００人（総額約２８億円）］ 
２ 併給調査に関すること 

       二つ以上の年金の受給権者を有する者の併給調整において、そ

のいずれかの年金額が変動した場合の選択年金を見直すための警

告リストの出力がプログラム誤り（社会保険業務センターの指示

誤り）により未出力のため、未払いが判明した。 
［３７６人  金額確定せず］ 

３ 在職老齢年金に関すること 
（１）記録間の連携不備による未払い又は過払い 
 基礎年金番号をキーとして被保険者記録と年金受給権者記録と

の連携を取って、在職老齢年金の支給停止及び退職に伴う年金額



 ５ 

変更を自動的に行っているが、基礎年金番号導入時の事務処理誤

りにより、基礎年金番号の管理記録の情報が不完全であるため、

年金額の改定処理が行われず、未払い又は過払いが判明した。 
［１，１０１人  金額確定せず］ 

（２）６５歳から支給される老齢厚生年金の裁定誤りによる未払い 
 老齢基礎年金を繰り上げて受給している者の６５歳から支給さ

れる老齢厚生年金の裁定において、プログラム誤り（社会保険業

務センターの指示誤り）により直近までの被保険者記録を反映さ

せずに裁定を行っているため、未払いが判明した。 
［１３人  総額約３５０万円］ 

４ 年金額計算に関すること 
       年金制度改正による年金額の見直しが行われた場合において、

改正後の年金額が改正前の年金額を下回るときは、従前額保障と

して改正前の年金額で支給するといった経過措置が設けられてい

るが、プログラム誤り（社会保険業務センターの指示誤り）によ

り、下回った改正後の年金額を引き続き支給していたため、未払

いが判明した。 
［３３６人  総額約１，２６０万円］ 

５ 共済年金関係 
       農林共済組合については、平成１４年４月に厚生年金保険に統

合されたが、統合日以降に初めて厚生年金保険の被保険者期間を

取得した者の厚生年金保険の裁定において、プログラム誤り（社

会保険業務センターの指示誤り）により裁定が正しく行われず、

過払いが判明した。 
［８５人  総額約３４万円］ 

６ 遺族年金に関すること 
       １８歳未満の複数の子が受給権者となる遺族年金について、プ

ログラム誤り（社会保険業務センターの指示誤り）により年齢到

達（１８歳到達等）による失権処理が正しく行われず、他の子の

年金額改定が行えないなど、未払い又は過払いが判明した。 
［約１，７７４人  ＜未払い＞１，７２８人（金額確定せず） 

             ＜過払い＞４６人（金額確定せず）  ］ 
 
 
 
 
 
 



 ６ 

８ 旧たばこ産業共済組合等に係る退職年金の死亡時における債権額の計算誤

りについて                〔平成１７年２月２３日公表〕 
 
 《概要》 
   厚生年金保険に統合された旧たばこ産業共済組合、旧日本鉄道共済組合

及び旧日本電信電話共済組合に係る退職年金（昭和６１年改正前の旧共済

組合法に基づく年金）を受給していた者が死亡により権利を失った場合に

おける年金支給額の精算において、介護保険料が年金から徴収され、かつ、

所得税も課税される者についての計算式にプログラム誤り（委託業者によ

るミス）があり、債務者に対して誤った金額により返納告知等を行ってい

たことにより未払いが発生していることが判明した。 
［１０３人  総額約４万７千円］ 

 
 
  ※ 斜体字のものが今回公表の部分である。 


